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議
案
第
二
十
号

三
朝
町
乳
児
等
医
療
史
助
成
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
乳
児
等
転
襟
蛍
助
成
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
･
地
方
自
治
法
(

昭
和
土
十
二
年
法
棒
第
六
十
七
号
)
窮
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
工
少
､
本
議
会
の
議
決
を
求

め
る
○

昭
和
四
十
八
年
三
見
十
二
日

三

朝

町

長

　

　

坂

　

　

出

　

　

雅

　

　

己

協
和
四
捨
八
年
春
用
括
れ
日
展
褒
可
決
-

三
朝
町
爵
会
或
長
数
田
禎
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三
朝
町
条
例
幕
　
　
　
号

三
朝
町
乳
児
等
医
療
費
助
成
条
例

(
z
z
n
的
)

弟
】
条
　
と
の
条
例
吐
'
丸
児
等
の
産
歳
費
忙
つ
い
て
功
成
す
る
と
と
町
上
身
､
九
鬼
等
の
健
全
な

育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

へ
定
義
)

第
二
粂
　
こ
の
条
例
紅
か
S
て
r
･
乳
児
等
｣
と
畦
､
町
内
忙
住
所
を
肴
す
る
者
で
､
f
才
.
K
満
た
な

い
も
の
及
び
7
才
忙
到
遺
し
た
日
カ
､
ら
そ
の
日
の
展
す
る
力
の
末
日
ま
で
の
幼
児
を
S
う
｡
一

.
1
,
 
A
J
の
条
例
に
か
S
て
'
.
 
･
r
社
会
保
険
各
乾
し
と
比
'
次
の
各
号
に
絡
げ
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
に

/

基
す
く
命
令
を
S
う
｡

7
　
食
康
保
険
法
(
大
正
十
7
年
法
律
東
七
十
号
)

二
　
日
眉
労
働
者
健
康
保
険
法
(
昭
和
二
十
<
年
法
律
第
二
育
七
号
)

三
　
唱
民
偉
康
保
漁
法
/
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
)

四
　
船
長
保
険
法
(
昭
和
十
甲
牢
法
律
集
七
十
三
号
)
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五
　
囲
家
公
務
農
共
済
組
合
轟
へ
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
首
二
十
<
号
)

六
　
公
共
企
貞
停
戦
鼻
等
共
済
組
合
法
(
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
首
三
十
四
号
)

七
　
地
方
公
務
且
等
昇
済
組
合
法
(
昭
和
三
十
七
年
法
律
弟
首
五
十
二
号
)

<
　
私
立
学
校
数
戟
負
共
済
組
合
法
(
暗
部
二
十
<
年
法
律
弟
二
宮
四
十
五
号
)

･
y
r
 
A
J
の
条
例
に
か
S
て
｢
被
保
険
者
等
｣
と
は
'
引
続
き
三
箇
月
以
上
町
内
昨
任
所
を
有
す
る
者
,

で
､
社
会
保
険
各
法
の
規
定
咋
上
る
革
傑
敗
者
'
粧
合
点
暮
し
-
は
被
扶
拳
者
又
比
社
会
傑
廠
各

法
以
外
の
法
令
の
規
定
r
把
工
か
医
療
史
を
魚
轟
す
る
民
法
(
明
治
二
十
九
年
法
律
第
<
十
九
号
)

第
八
首
七
十
七
兵
務
丁
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
を
S
ゥ
｡

(
助
成
)

東
三
条
　
町
吐
'
乳
児
等
(
生
活
保
護
ま
れ
昭
和
二
十
五
年
法
律
鼻
音
四
十
四
号
)
に
上
る
保
轟
及

び
母
子
保
健
法
(
昭
和
四
十
年
法
律
弟
首
四
十
l
号
)
に
上
高
車
育
医
療
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
.
以
下
何
じ
｡
)
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
境
蕃
又
比
医
横
を
受
け
た
と
き
披
､
畠
鼓
庶
拳
又
は

医
声
粧
賓
す
る
受
用
の
う
ち
'
社
会
保
険
各
岳
そ
の
他
の
法
令
の
鹿
足
に
上
身
礎
保
険
者
等
が
負

担
す
る
こ
と
と
な
る
費
用
(
社
会
保
険
各
法
陀
規
定
す
る
附
加
給
付
金
､
そ
の
他
の
規
則
等
て
定
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め
る
給
付
金
が
あ
る
と
き
吐
､
当
韓
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
遵
除
し
た
額
｡
以
下
r
医

凍
卓
｣
と
S
う
｡
)
の
金
部
を
助
成
す
る
も
の
と
す
る
｡

t
　
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
療
嶺
の
給
付
者
し
く
比
'
療
養
費
め
受
給
東
は
､
家
族
療
妻

女
の
支
給
の
対
象
と
な
る
横
車
又
拭
医
療
　
.

㌢
　
社
会
保
険
各
法
以
外
の
結
合
の
規
定
に
上
る
席
巻
又
は
医
務

T
1
　
哉
保
険
者
等
が
町
内
に
在
所
を
有
す
る
と
と
と
な
っ
た
こ
と
に
基
.
つ
き
､
月
の
中
途
に
潜
め
て

助
成
i
l
1
対
義
と
な
る
と
き
紘
'
助
成
の
対
象
と
な
る
日
の
属
す
る
月
の
盈
月
か
ら
助
成
を
は
じ
め

こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
夜
-
な
っ
た
と
き
は
'
そ
の
日
ま
で
行
な
う
｡

(
助
成
や
方
法
)

第
四
糸
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
医
凍
資
の
助
成
は
'
被
保
険
者
等
が
東
拳
叉
は
'
医
虎
を
受
け
允
病

＼

院
'
診
療
所
又
は
'
薬
局
等
(
以
下
｢
塔
虎
横
鰐
｣
と
S
タ
｡
)
忙
支
払
っ
た
医
療
費
に
つ
い
て

当
鼓
破
保
険
者
等
に
対
し
て
支
払
i
こ
と
へ
以
下
r
償
還
給
付
｣
と
繕
う
｡
)
托
羊
つ
て
行
な
う
｡

た
だ
し
､
圃
場
健
康
保
険
法
の
適
用
を
う
け
て
S
る
者
の
医
療
負
の
助
成
把
う
り
て
は
､
席
巻

又
は
､
医
療
を
受
け
た
医
療
磯
顔
に
支
払
う
こ
と
(
以
下
r
現
物
給
付
)
と
S
う
｡
)
に
よ
っ
て

L

J
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行

な

う

こ

と

が

で

き

る

｡

(
助
成
資
格
の
串
請
等
)

警
粂
こ
の
条
例
-
る
医
療
費
の
助
成
-
け
よ
,
と
す
る
哉
傑
倹
者
等
誓
規
讐
冨
る

乳
児
等
医
療
費
助
成
費
-
諸
藩
-
会
保
険
-
-
-
保
険
雪
組
-
又
壮
芸
奉
者

で
芸
こ
と
霊
す
る
啓
-
-
付
し
て
町
長
-
請
し
畏
れ
誓
ら
凌
い
｡

～

2
町
長
誓
霜
項
の
申
請
が
告
-
-
,
こ
れ
-
壷
の
う
え
助
成
費
格
の
有
警
決
達
し

そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
を
誓
去
場
合
椎
か
等
､
現
物
給
付
の
方
法
に

上
る
受
給
資
格
者
で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
､
規
則
で
定
め
る
乳
児
等
医
溌
蛍
助
成
資
格

者
誠
(
以
下
｢
受
給
資
格
者
証
｣
と
S
う
｡
)
を
交
付
す
る
｡

(
受
給
資
格
者
証
の
撃
不
等
)

警
乗
前
条
-
項
の
規
定
-
･
つ
き
,
受
給
資
格
者
慧
交
付
-
け
孟
児
等
の
芸
者
は

乳
児
等
が
凍
奉
又
は
医
境
を
受
け
よ
,
と
す
る
と
善
誓
当
寮
監
庶
機
関
等
に
受
給
資
格
者
鉦
を

痩
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

＼
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(
助
成
費
の
締
ま
)

鼻
七
島
　
簾
g
E
集
束
-
功
の
規
鬼
に
よ
る
償
遍
鎗
舟
の
方
法
町
上
r
b
て
既
凍
オ
d
助
成
を
受
け
よ
う

A
I
す
る
考
は
､
規
則
で
定
め
る
乳
児
等
医
療
費
紳
余
香
誓
え
払
っ
た
医
療
環
の
月
収
証
､
そ
の
他

_

必
賓
を
書
類
を
癖
付
し
て
当
鞍
医
凍
貴
を
支
払
ウ
九
日
か
ら
三
筋
月
以
内
に
町
薫
に
掃
求
し
怠
け

れ
ば
女
ら
を
い
●

(
農
相
の
鶴
野
)

算
入
集
　
養
保
換
者
等
蛙
､
乳
児
等
の
氏
名
■
魚
群
に
変
更
が
拳
つ
た
と
巻
又
拭
､
社
会
保
険
各
津

e
泉
定
柁
上
る
被
保
険
者
等
に
異
動
'
賓
某
が
生
じ
た
現
J
L
J
K
か
S
や
比
'
す
み
や
か
陀
そ
の
旨
′

A
I
町
長
に
届
け
出
凌
げ
れ
ば
な
ら
を
S
.

{
膿
戚
発
の
返
茸
等
)

簾
九
集
　
町
長
は
'
偽
歩
､
そ
の
他
不
壷
の
行
為
に
よ
っ
て
こ
の
銀
塊
絃
上
る
塚
照
代
の
助
成
を
受

I

け
た
者
が
奉
る
と
き
は
､
乳
児
を
養
育
す
る
我
保
険
者
等
か
ら
す
で
嶋
助
成
し
た
か
用
の
全
部
'

鷺
紘
●
一
舟
を
義
連
名
せ
る
と
J
J
が
甘
さ
る
｡
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一
浪
則
(
の
委
任
)

軍
兵
　
A
J
e
条
例
の
鵡
雷
期
し
-
-
雷
･
若
で
冨
る
■

鍬

　

　

朋

.
t
O
轟
例
比
､
将
知
内
十
<
年
抱
月
′
言
か
J
掲
行
ナ
b
･


